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特定非営利活動法人静岡市障害者協会 

令和６年度事業報告書 
 

Ⅰ 法人運営 

 １ 通常総会の開催 

  ①開催日及び開催場所：5 月 23 日（木） 静岡市中央福祉センター大会議室 

  ②審議内容：第１号議案 令和５年度事業報告並びに活動計算書について 

第２号議案 令和６年度事業計画並びに活動予算について 

第３号議案 役員の改選について 

第４号議案 銀行からの借入枠（500 万円）の設定継続について 

講話 能登半島地震の支援活動～障がい者はどうしていたか～ 

           松山文紀（当協会職員・社会福祉士） 

  ③審議状況：４５団体・個人中４０団体・個人が出席し、全議案が承認された 

 

 ２ 理事会の開催 

  ①開催日：５月９日、6 月１日､１１月１４日､２月２５日、３月１３日（５回開

催） 

②会 場：静岡市中央福祉センター 
③参 考：理事定数 6 名以上 15 名以内：現状 12 名（会長 1 名､副会長 2 名

を含む）、監事定数 ２名以上：現状 ２名 
 
３ わかば会（正副会長連絡調整会議）の開催状況 
①開催日：４月２６日、８月１日、1２月 5 日、3 月 6 日（４回開催） 
②出席者：会長、副会長、副会長・事務局長、事務部長兼事務主幹 

  ③協議事項： 理事会に付議すべき事項、契約の報告、職員人事、事業の進捗状況
の報告、委託事業の状況、障害者施策の動向等 

 

 

Ⅱ 協会独自事業 

１ 会員団体の連携および拡大事業 

目的：協会事業の安定した運営を図るため、障がい者団体等に入会を勧め、自

主財源を確保する。 

（１）会員の拡大 

正会員の新規加入が５件（個人会員 3 名、団体会員 2 団体/セカンドオピニオ

ン、静岡県遷延性意識障害者家族会）あった（年度末で 2８団体・1８個人）。 

協力会員については１８件 3５,000円の加入があった。 

（２）自主財源等の確保充実 

寄付金として年間を通して、現金３２件 716,000円をいただいた。 

（３）協会の情報発信 

①ホームページの運営 

   協会を広く紹介することと会員発の情報提供を目的にホームページを開設し、

広報している。必要に応じてブログを更新し、定期的な情報提供に努めた。 
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②ホームページの全面更新の実施 

   ホームページ全体のリニューアルを実施した。 

 

２ 会員団体への活動支援事業 

  目的：研修等の事業を通して、会員団体の活動の充実に貢献する。 

 （１）独自研修事業「障害者プランの勉強会」（原則第３水曜日：全１１回） 

    障がい者施策や障がい者を取り巻く事柄について研修、意見交換する場。 

    前半は「まちづくり計画」の関係で、後半は団体の活動報告が主な内容。 

    開催日：４月 1７日､6 月１９日､7 月 1７日､８月２１日､9 月１７日､10

月 1６日､11 月２０日､12 月１８日､1 月 1５日､2 月１９日､３

月１９日 

（２）防災関係事業 

①今年度も、「西豊田学区地域支え合い体制づくり実行委員会」に参加し、地域

防災訓練に障がい当事者が参加するための取り組みを行ったほか、関係機関

と連携して障がい者の防災対策に取り組んだ。 

  ・防災訓練 １２月１４・１５日 

  ・福祉防災セミナー（能登地震支援の報告者として松山が参加） 

開催日：６月２９日 

   会 場：静岡県立大学 小鹿キャンパス講堂 

   参加者：８0 名 

②防災委員会（原則第 1 火曜日：全１２回） 

  ・開催日：４月 2 日､5 月 7 日､6 月４日､7 月 2 日､８月 6 日､９月３日､ 

１２月３日､１月７日､２月４日､３月４日 

    ・構成：理事所属団体より選出された委員８名（学識経験者、市社協職員も

出席） 

③担当職員（松山文紀）の動き 

・令和６年 1 月 1 日に発生した能登半島地震の現地を訪問し、継続的に障

害福祉サービス事業所の業務（生産活動）の復旧にむけた支援を行った。 

    ・障害者団体、地域団体、社会福祉協議会などに、これまでの経験を踏ま

えた講演を実施した（通年：のべ２５件） 

（３）差別解消・社会参加委員会（原則第 4 木曜日：全１０回） 

差別解消のための事例の研究の場であり、各分野と定期的な意見交換を図る。

あわせて公共施設（公共交通機関など）のバリアフリー化などに取り組んだ。 

   ・開催日：４月２５日､６月２７日､７月２５日､８月２２日､9 月２６日､１０

月２４日､１１月２８日､１２月１９日､１月２３日､２月２７日､３

月２７日 

・構成：理事所属団体等より選出された委員１３名 

 

３ 障害者（TIP-OFF）奨学金運営関係 

（１）奨学金の給付 ５名の奨学生に５万円／月を給付 総額３００万円 
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（２）企画運営委員会の開催 

委員の構成：大学教授、弁護士、環境活動家、元教員、障害当事者 ５名 

委員会等の開催：計８回（5/10･6/28･8/23･9/20･10/29･11/25･

1/27･3/25） 

議題：募集要項（応募条件、給付金額など）、広報の方針、選考基準など 

（３）事務局業務は LLP 未来舎（代表馬場利子氏）に委託 

業務：委員会の運営、募集事務、要綱の作成、広報・パンフレット作成等 

委託額：月額８万円（税抜） 

（４）令和７年度分の募集開始と記者会見 

10/4 募集開始の記者会見（県庁記者クラブ） 

募集期間：R6.10/4～R6.2/7 

選考会：R7.2/13 

（５）応募者と内定者と決定 

応募者数３６名 内定者数 ５名（うち中部１，西部３，東部１） 

（６）内定者食事会の様子 

3/20 和食店 1１名（内定者４/招待，寄附者，委員４，事務局２） 

（７）年間経費概要…特別会計（活動計算書等）参照 

①奨学金基金残高３７百万円（奨学金３百万円給付） 

②支出経費１７８万円（事務委託 79 万円、謝金 37 万円、事務所費 39 万円、

広報費 11 万円､通信 6 万円､その他 6 万円） 

③別途基金残高 38 百万 

 

 

Ⅲ 静岡市委託事業 

１ 障害者相談支援推進業務 

   基幹相談支援センターとして、障がい当事者や家族、関係機関からの相談のう

ち、総合的・専門的なものや困難なケースを受け付けて、計画相談事業所や委

託相談支援事業と連携しながら対応を進める。また、各区の相談支援連絡調整

会議に参加して自立支援協議会で取りあげる事例の検討等を行う。 

 （１）基幹相談支援センター事業 

  ①総合的・専門的な相談支援の実施 

  ・延べ件数 ６１４件（うち、障がい者虐待相談３１件） 

  ・受付人数 実人数１９３人（延べ３８０人：うち、障がい者虐待相談２６人） 

  ・困難ケースへの対応 ３３１件 

  ・個別支援会議への参加 ９３回、虐待対応会議への参加 ２２回 

  ・寄せられる相談は、生活上の困りごとから虐待や権利擁護などの緊急性の高い

ものまで多岐にわたる。同一相談者からの複数回の相談も多い。 

  ②地域の相談支援体制の強化の取組 

  ・地域の相談支援機関への助言・指導が１１５件、人材育成支援を２２件実施し

た。助言・指導は個別支援会議などの参加。人材育成支援は障害者相談員の研
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修会の開催や専門職の研修・実習の場の提供である。 

  ・自立支援協議会構成会議として、毎月で開催される各区連絡調整会議の他、全

体会議（２回）、自立支援協議会に２回参加した。 

  ・地域の相談機関との連携強化として、県社会福祉士会の差別解消窓口への相談

担当、医療・福祉・司法なんでもかんでも相談会（清水医師会主催）の相談担

当、地域包括支援センターとの連携強化などを行った。 

  ③地域移行・地域定着の促進の取組 

  ・自立支援協議会地域移行支援部会ワーキンググループ会議への出席（１３回）

の他、地域移行支援に関する研修会に参加した。 

  ・触法障がい者（１８人）を対象に裁判での情状証人、拘置所・刑務所への面会

の他、出所後の地域生活支援、再犯予防を行った。 

  ・弁護士や司法関係機関との連携を図り、２月には研修会を実施した（地域生活

支援ネットワーク事業との連携）。 

  ④権利擁護・虐待の防止 

  ・虐待防止センターとして、障がい者虐待や権利擁護に関する個別事例の対応 

（通報受理、相談の受付）、行政の主催する対応会議に参加した。 

  ・講演会の講師や障がい福祉事業所の虐待防止委員会の委員として参画し、権利

擁護や虐待の防止の取り組みを進めた。 

 （２）障害者相談支援推進事業 

  ①障害者１１０番事業 

  ・延べ件数 ２８１件 

  ・受付人数 実人数１１５人（延べ１８５人） 

  ・障がい者団体や家族会のメンバーによる相談窓口を週３回（火・水・木曜日）

開設した。基幹相談支援センターと同様、同一相談者からの複数回の相談が寄

せられた。 

②身体障害者補助犬相談事業 

  ・延べ件数 ２７４件（補助犬の受入れ拒否事例６件） 

  ・受付人数 実人数１５３人 

  ・身体障害者補助犬（盲導犬・聴導犬・介助犬）に関する相談を静岡県補助犬支

援センターの協力を得て受け付けた。補助犬の受入れ拒否については６件あり

さらなる啓発の必要性がある。 

  ③障害者相談員（身体・知的）活動の支援 

   静岡市から委嘱を受けて活動している障害者相談員の内容の取りまとめや研

修会を開催した。 

  ④地域生活及び社会参加等推進事業 

  ・障がい者の文化活動への協力として、第３６回障害者書道・写真全国コンテス

ト（戸山サンライズ主催）の作品募集、シニアクラブ静岡市合同作品展（シニ

アクラブ葵区・駿河区）の作品募集、準備等を行った。 

  ・協会独自事業の差別解消・社会参加委員会、防災委員会、障害者プラン勉強会

の運営を協力した。 
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 （３）地域生活定着支援センターとの連携強化事業 

  ①地域の相談支援事業所及びサービス事業所等の円滑な利用に向けた調整 

  ・福祉的な支援を必要とする矯正施設（刑務所等）の出所者の地域定着を支援す

る地域定着支援センターひまわり（沼津市）と福祉サービスの調整や支援に必

要な連携を進めた。 

  ・相談件数２２件（うち地域定着支援センターより７件、関係機関１５件） 

  ・地域定着支援センターとの情報交換３件 

（４）関係機関等との連携体制整備 

   行政や社会福祉協議会などとの会議に出席し、障がい者福祉の視点から参画し

た。 

   主な会議：静岡市（非定型審査会、医療的ケア児等支援協議会、障害者歯科保

健推進協議会、成年後見制度利用促進協議会、精神障害者地域連携

会議など） 

        市社協（生活困窮者自立相談支援事業支援調整会議） 

        その他（特別支援教育推進協議会、葵小学校不登校担当者会議、入

所児童移行支援会議、静岡地区特別支援学校間ネットワーク連絡会、

ＣＰＡ会議（医療観察法関係会議）、障害者就職相談会など） 

 

 ２ 地域生活支援ネットワーク 相談調整コーディネーター配置事業 

（1）相談調整コーディネート業務 

５つの機能を運用するため、サービス調整コーディネーターとともに、「静岡

市障害者自立支援協議会」や自治会・町内会、教育機関、医療機関、民間企業、

地域包括支援センター等と連携して次の業務を行う。 

   ①「相談」機能【連携強化の仕組みづくり】 

ア 相談支援事業所との連携強化の仕組みづくり 

  ・機能強化型（継続）サービス利用支援費を選択する指定・特定相談支援事業

所および機能強化型（継続）障害時利用支援費を選択する障害児相談支援事

業所と連携し、機能強化型の取り組みについての説明会を開催する。 

  ・駿河区が「いちごいちえ」、葵区が「HOUS」の名称で機能強化型複数事業

所体制加算を活用した相談体制が活動を継続できている。またそれぞれには、

主任相談支援専門員もおり中核的役割を担い運営が行えている。今後は、加

算を効果的に活用しながらも他事業所での相談しやすい体制ができること

を広く知っていただける場として、令和７年度は情報交換会を開催できるよ

うに進めていきたい。 

  イ 緊急の支援が見込めない世帯を把握するための取り組み 

  ・緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握するための一覧表をもとに、障

がいおよび高齢分野の支援者と運用方法および対象者の見守り体制を構築

するための取り組みを検討する。 

  ・令和５年度に行った高齢分野に依頼したアンケート調査では、「緊急の支援

が見込めない世帯」の認識が回答者によってさまざまで、集計結果から把握
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の取り組みを行うには、数字の正確性に欠け、アンケートを実施する上でも

目的が不明確であったという反省点が分析結果としてあった。この結果を踏

まえて、今年度は再度取り組み方法を見直す検討を重ね、次年度にヒアリン

グの実施方法や時期の検討を行う。 

   ウ 相談支援体制が十分に把握されていない地域での相談会の開催 

   ・各区委託相談支援事業所と連携し、葵区（美和・藁科地区等）、駿河区（丸

子・長田地区等）、清水区（由比・蒲原地区等）の相談支援体制が十分に整

備されていない地域に居住する、障がいのある方を対象とした相談会を開

催する。 

   ・各地区で月 1 回～隔月 1 回のペースで相談支援事業所や地域包括支援セン

ターと連携して相談会を開催した。 

②「専門性」機能【専門的人材を育成するための研修会等の開催】 

   ア 移動支援従事者養成研修（年２回開催） 

・知的障がい者、精神障がい者に係る移動支援事業従事者を養成する研修の実

施及び研修修了者と市内移動支援事業所とが集まり、情報交換できるための

マッチング会の場を設けた。 

・第 1 回移動支援従事者養成研修 9/13、9/14、9/15 

    ３１名の受講生が参加し、うち、２８名が３日間の研修を修了した 

・第 2 回移動支援従事者養成研修 令和 7 年 2/7、2/8、2/9 

２０名の受講生が参加し、うち１８名が修了した。 

・第 1 回マッチング会１１/９ 

  令和５年度～令和６年度第１回目の修了生 70 名に案内を通知し、10 名の

申し込みがあり、実際に参加した人数は 6 名ではあったが、そのうち１名の方

が業務に従事する登録に繋がり、現在も活躍している。 

イ 強度行動障がい支援者フォローアップ研修 

・強度行動障害支援の基礎知識を固め、実践に繋がる内容の研修。受講対象

は、強度行動障がい支援者養成研修修了者（初任者研修・実践研修）、強度

行動障がい児者の支援をすでに行っている方、強度行動障がい児者等の支

援に関心のある方。 

・今年度の研修申し込みは 61 名で演習への参加は 29 名であった。演習受

講人数については、4～5 名１グループの構成で 30 名程度の募集で開催。 

・研修は、研修受講形態を基礎動画必須とした演習実施にしたことや基礎動

画の視聴のみの参加も可能な研修で運営を行った。 

演習は、受講生が積極的に取り組める場にもなっていたが、研修レベルが

高く、平時の支援で活用するにはハードルの高さもある印象が残った。 

ウ 障害福祉サービス事業所連絡会向け研修 

・各障害福祉サービス事業所連絡会の参加事業所職員が、現場での支援に直

結するスキルを身に付けることができる研修を開催する。 

・グループホームと入所施設連絡会向けには、地域移行支援部会の身体・知的

ワーキングチームと共同し、「地域移行について」の研修の取り組みを行っ
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た。短期入所施設連絡会向けには、「地域生活支援拠点等」の研修を行った。 

エ その他専門的人材育成のために必要な研修 

・Ｋｅｅｐ Ｓａｆｅ正規インストラクター研修 

 6/1、6/2開催。触法や虞犯、その他問題行動を繰り返してしまう対象者

への支援体制整備について学ぶ。 

・令和 6 年 10 月 15 日から、Keep Safe 活動が開始となり、市内の 2 名の

女子に毎月 2～3 回実施している。この活動で、支援者の対人スキルアップ

と、地域の人垣支援につながる取り組みになることが一緒に協同する支援者

と共通理解となった。また現在、児童相談所からの相談ケースで、Keep Safe

プログラムを開始する準備を始めている。児童相談所と協同しながら、新た

な他機関連携の仕組みづくりにつなげていきたい。 

③「地域の体制づくり」機能 

ア 障害福祉サービス事業所連絡会の活動状況の把握 

・放課後等デイサービス事業所連絡会、児童発達支援事業所連絡会、保育所等

訪問事業所連絡会、就労移行支援事業所連絡会に参加し、活動状況や連絡会

での課題を把握する。 

・児童発達支援連絡会、保育所等訪問事業所連絡会は、児童発達支援に関係

する委託事業所と知的・医ケアの委託相談とで連絡会の検討会を実施して

きた。今回通年通して参画し、保育所等訪問から検討が繰り返された早期

療育に係る児童発達支援の課題への取り組みが令和 7 年度から始められる

までにつながった。 

   ・放課後等デイサービス事業所連絡会は、葵・駿河区と清水区での連絡会に

参画している。他のサービスの様子や自立支援協議会の内容を知る機会が

少なく、この連絡会の場を利用して幅広い情報共有できる場になっていく

ことが理想ではある。参画することで、必要に応じて情報提供などを行え

るように今後も継続して参加していきたい。 

イ 障害福祉サービス事業所連絡会参加事業所の質の向上支援 

・連絡会参加事業所職員のサービスの質の向上を目指した事例検討会もしく

は勉強会を年 1 回以上開催するための調整を行う。 

・サービス調整コーディネーターが活動している短期入所の空床情報共有ツ

ールの本来の目的や緊急時の支援体制整備に繋がるための大切な役割を知

ってもらう機会を作ろうと考え、地域生活支援拠点等を知ってもらうため

の研修を短期入所連絡会向けに開催した。 

研修を通して地域生活支援ネットワーク「まいむ・まいむ」を改めて理解

してもらえる場となった。 

④サービス調整コーディネーターが実施する短期入所事業所連絡会、入所施

設連絡会、共同生活援助事業所連絡会開催事務の補助 

・短期入所事業所連絡会（年 3 回） 

・入所施設連絡会（年 3 回） 

・共同生活援助事業所連絡会（年 3 回） 



特定非営利活動法人静岡市障害者協会 8  

⑤その他：事業所間の連絡調整、関係者会議の開催、各種会議への出席等 

各行政区の事務局会議に毎月参加した。参加の際には、研修の広報や活動

の結果の共有などを行った。 

（2）静岡市自立支援協議会等との連携 

①サービス調整コーディネーターとともに、地域のネットワークづくりについ

て、自立支援協議会（専門部会を含む）との検討や事業報告を行う。 

②サービス調整コーディネーターと役割を分担し、会議等の運営を行う 

・静岡市障害者自立支援協議会 地域生活支援部会 

・静岡市日中サービス支援型指定共同生活援助事業評価委員会 

各行政区の事務局会議に毎月参加した。各区で実施してきた事例検討のグル

ープワークの参加を通じて、コーディネーターが行っている活動を紹介した

ことで、相談機関へのアウトリーチ方法の手段や各区の相談会の活用へのき

っかけになっていた。 

（3）地域との連携 

障害福祉に限らず、自治会・町内会、教育機関、医療機関、民間企業、地域

包括支援センター、生活支援コーディネーター、静岡市引きこもり地域支援

センター、静岡市民生委員・児童委員協議会等と連携、協働した事業実施に

努める。 

上記関係機関に地域生活支援ネットワーク まいむ・まいむの整備状況を周知

し、今後の連携方法の検討を行う場を設ける。 

・特例子会社の主催する「企業と語ろう会」への参画：11/13 

・災害に関する講演会、研修会への参画 

・静岡北特別支援学校から依頼のアウトリーチ事業：6/17、12/16 

 

 ３ 生活保護精神障害者退院支援業務 

 （１）実績 

  ・対象者  ４名（前年度から継続４名、今年度対象者０名） 

・退院者  １名（前年度から継続１名、今年度対象者０名） 

・継続支援者３名（当面、退院は見合わせ） 

  ・支援者のべ 20 名以上（生活支援課担当者、日本平病院・溝口病院・清水駿府

病院関係者、訪問看護事業所、退院支援専任相談員、委託相談・特定相談事業

所、グループホーム等） 

 （２）対象者    

対象者 病院名 退院日 退院後の入所先 所管区 備 考 

A 日本平病院   葵区 R4 継続 

B 溝口病院 R6.5.3 高齢者施設（住宅

型有料老人ホーム） 

駿河区 高齢者 

C 清水駿府病院   葵区 高齢者 

D 清水駿府病院   清水区 R5 継続 
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（３）所感 

    今年度は新規対象者はなく前年度からの継続案件が４件、うち１件が５月に

退院した。今年度の対象者は各区生活支援課からの候補者名簿の提出がなか

ったため、新規はなく前年度から継続支援の２名と高齢者２名の計４名が対

象だった。対象４名の内、高齢者１名は退院できたが、残り３名は、退院支

援は見合わせた（うち２名は病状悪化、１名はグループホームでは支援が難

しいため）。 

高齢者を試行したが、退院後の支援は介護保険の利用で負担割合は介護保険

９割で介護扶助１割のため、結果、生活保護費の負担は９割減で大幅な効果

になる。ただ高齢者の退院支援には介護保険側の支援も必要で今後の課題で

ある。また、障害側でも在宅になれば保護費は半減するが、入院している生

保受給者にも病院にも退院の意向・動機が薄いのが課題である。 

今後、退院支援を進めるには、退院支援専任相談員（精神保健福祉課主管、

３か所の委託相談機関に３名在籍：委託契約）への要請や介護保険のケアマ

ネの協力要請が重要と思料する。 

 

 ４ 障害者差別解消相談 

（１）相談事例の一覧と集約の概要 

①相談事例の一覧と集約の概要・・・・別紙１・２ 

   ・相談件数は、基幹相談支援センターの集計では 12 件、前年度 15 件から微 

  減 

・相談件数のうち差別事例は９件、好事例は 3 件 

・差別事例（9 件）に関して 

差別分類では、不当な差別が２件（22％）、合理的配慮の不提供は７件（78％） 

対象種別では、身体が５件、知的３件、全般が１件 

相手では、行政関係が５件、民間 4 件 

   ・対象者：障害別 身体が 56％（5 件）､知的が 33％（3 件）､全般が 11％

（1 件） 

   ・相手：行政・民間 行政関係が 56％（５件）と多く、民間が 44％（４件）。 

         行政関係では行政が 2、教育が 1、選挙が 1、委託が 1。 

            民間では、バス業者が 3、一般市民が１。 

・好事例の相手別では行政関係が２、民間が１、障害別では知的が２、身体が

１。 

 （２）特徴と分析 

①相談者の特徴 

・差別件数：R６年度９件 参考：R４年度２９件、R５年度１１件 

・差別の分類では、「合理的配慮の不提供」が増え昨年度の「不当な差別」と逆

転。 

【分析】合理的配慮の不提供では、提供を申し入れる働きかけをした結果で

あることは前進が認められる。以前から当事者間では話題になって
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いても改善されない事例がある。今回は選挙関係の好事例が特徴的。

知的障害の保護者に比べ、精神障害の保護者やご本人の差別に対す

る表立った行動や相談は少ないのは問題。 

②相手側の特徴 

   ・行政側が 56％と多かった 

【分析】改善されていない事例が多いのは課題。選挙関係には好事例があっ

た。 

   ・民間事業所は、公共交通機関の事例だけだが、今回はバスに対する苦情が大 

   半 

    【分析】今年度、民間で合理的配慮の提供が法的義務化されたが、相談は増

加せず。所管省庁から全ての民間事業所にでている「対応指針」（い

わゆるガイドライン）が、末端まで浸透しているとは思えない。一

般市民の認識不足も課題。 

（３）評価 

①相談活動についての自己評価 

・今年度の差別件数は微減（当事者団体へ事例提出を強く要請しなかった） 

・委託相談事業所等から事例報告数が少ないのは、相談員の認識が薄いのだろ 

 う 

②差別の相談で差別解消を求められた場合の対応 

  ・５年度、差別解消支援地域協議会が設置され、今年度で２回目が開催。まだ

前年度の報告が主。差別解消のための仕組みづくりの取組がないことは課題。 

・現行では、解消のための調停あっせんを当事者から求められた場合は、「県

条例による仕組み」を利用するしかないと思われるので、連携の対応は協議

が必要。 

③今後の対応 

・本委託事業は、差別相談窓口での受付と収集、分析の業務のみだが、今後市

民からは解消の要請があるときの対応は大きな課題。 

・行政関係の差別解消の相談では、関係する行政窓口は全庁に亘るため、障害

福祉部局の担当職員がその都度応援するには限界があるので、全窓口職員に

対する研修を毎年度初めに実施するなどする積極的な対応が必要だと思わ

れる。 

・民間では、特に公共交通機関に関する相談事例が多かったので、公共交通機

関との協議の場や申し入れや折衝については、差別解消支援地域協議会の活

用（例えば参考人として招聘するなど）を検討することが期待される。 

・本来、障害者差別の分野は、教育（特別支援学校、特別支援学級）、医療

（開業医など）、司法（警察・検察・裁判所など）などの通常は福祉行政の

所管外にあるものはもちろん、小売業、飲食業、スポーツ施設、さらには

自治会やボランティア団体等活動も対象となる。今後、市民への啓発活動

と同時に、幅広い分野での民間事業所と公的機関への見直しの働きかけが

重要となるだろう。 
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Ⅳ 障害福祉サービス事業（給付事業） 

１ 事業の種類 地域移行支援・地域定着支援（指定番号22３４２０００７５） 

２ 名称 静岡市障害者相談支援推進センター 

３ 事業の内容・対象：障障害者支援設等（（護所・・正施設等 む）に入・している方または精神

科病院に入院している方など、地域における生活に移行するために重点的に支援を必要として

いる方に対して、住居の確保などの地域生活に移行するための相談や必要な支援を行う。：この

サービスでは、設等・病院からの退・・退院にあたって支援を必要とする方に、入・・入院中か

ら新しい生活の準備（の支援を行うことで、障害のある方の地域生活への円滑な移行を目指す。 

次の方のうち、地域生活への移行のための支援が必要と認められる方。 

(1)：障害者支援設等、児童福祉設等または療養介所を行う病院に入・している方  

(2)：精神科病院に入院している精神障害のある方 ※直近の入院期間が１年以上の方が対象（原則）  

(3)：護所設等または更生設等に入・している障害のある方 

(4)：刑事設等（刑務・、少年刑務・、拘置・）、少年院に収容されている障害のある方 

(5)：更生保所設等に入・している障害のある方または自立更生促進センター、就業支援センター

もしくは自立準備ホームに宿泊している障害のある方 

４ ・在地 静岡市葵区城内町１番１号 静岡市中央福祉センター 

５ 管理者氏名 牧 野 善 浴 

６ 令和６年度実績 地域移行支援 正施設等入・者２名 地域定着支援１名 うち１名は、

R７年４月より自立生活援助に移行。 

 

１ 事業の種類 自立生活援助（指定番号２２１４２０１６０６） 

２ 名称 静岡市障害者相談支援推進センター 

３ ・在地 静岡市葵区一番町５０番地 静岡市番町市民活動センター 

４ 事業の内容・対象 障設等やグループホームではなく、地域内に自らの住まいをもって暮ら

す障害者の日常的に発生する“困りごと”に対応すべく定期的に訪問して様子を確認のうえ、

必要な助言をしたり、本人からの連絡を随時受けて相談に乗ったり、外出に同行したり、手続

き支援や連絡調整を行ったりする事業 

①障害者支援設等やグループホーム、精神科病院などから地域での一人暮らしに移行した障害者

などで、理解力や生活力などに不安がある人 ／ ②現に一人で暮らしており、自立生活援助に

よる支援が必要な人：（それまで身の回りの世話をしていた同居家族の死亡・入院などで日常生活

の維持に支障をきたし、社会的孤立に陥るおそれがあるとみられる場合など） ／ ③一人暮ら

しではないものの、同居家族が障害や病気を有している。または要介所である（の状況で支援を

得ることが見込めず、実質的に一人暮らしと同様の状況で自立生活援助による支援が必要な人 

５ 管理者（氏名 牧野善浴 ／サービス管理責任者 堀越英宏 

６ 令和６年度実績 利用者６名 年度末の利用者３名 

終了者障利用期間２年（１年延長）２名（正施設等退・者） 

終了者障利用期間３か月 １名（共同生活援助に移行） 
 


